
※１

保険者コード
番号　※1

記号 番号 有効期限 色調
出産育児一
時金　※2

葬祭費
※２

前 橋 市 １０００１６ ま 3ｹﾀ-4ｹﾀ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 027-224-1111
◎

高 崎 市 １０００２４ 5ｹﾀ-3ｹﾀ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 027-321-1111
法別
番号

桐 生 市 １０００３２ き ８ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0277-46-1111

伊 勢 崎 市 １０００４０ 0001～4999 ４ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0270-27-2737

太 田 市 １０００５７ 太田国 ８ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0276-47-1111

沼 田 市 １０００６５ 沼 ８ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0278-23-2111
１３

館 林 市 １０００７３ 館 ６ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0276-72-4111
１４

渋 川 市 １０００８１ 渋国 3ｹﾀ-5ｹﾀ 24.9.30
（400,000）
430,000

50,000 0279-22-2461
１５

藤 岡 市 １０００９９ ふじおか ８ケタ 24.9.30 420,000 50,000 0274-22-1211
１６

富 岡 市 １００１０７ と ８ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0274-62-1511
１７

安 中 市 １００１１５ ア ８ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 027-382-1111
１８

み ど り 市 １００１２３ みどり ８ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0277-76-0972
１９

榛 東 村 １００６７７ 榛 ６ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0279-54-2211
２０

吉 岡 町 １００６８５ ７ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0279-54-3111
２１

神 流 町 １００７２７ 01～21,90 ５ケタ 24.9.30 420,000 50,000 0274-57-2111
２２

上 野 村 １００７４３ 00～13 ３ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0274-59-2309 ２３

下 仁 田 町 １００７６８ 101～
（行政区番号）

４ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0274-82-2111

南 牧 村 １００７７６ 甘南 3ｹﾀ-3ｹﾀ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0274-87-2011

甘 楽 町 １００７８４ ７ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0274-74-3131

中 之 条 町 １００８００ 中 3ｹﾀ-5ｹﾀ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0279-75-8819

長 野 原 町 １００８３４ 010～103 ５ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0279-82-2245

嬬 恋 村 １００８４２ 01～11,25 ５ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0279-96-0515
５１

草 津 町 １００８５９ 01～17,30 ５ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0279-88-7192
５２

高 山 村 １００８７５ 01～15 ４ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0279-63-2111 ５３

東 吾 妻 町 １０１１１３ 83 ６ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0279-68-2111
６６

片 品 村 １００９０９ 101～805 ４ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0278-58-2111
７９

川 場 村 １００９１７ 川 2ｹﾀ-4ｹﾀ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0278-52-2111
◎

昭 和 村 １００９５８ 1～40,50 ５ケタ 24.9.30
（410,000）
440,000

50,000 0278-24-5111
法別
番号

み な か み 町 １０１１０５ 101～620 ５ケタ 24.9.30
（400,000）
420,000

50,000 0278-25-5011

玉 村 町 １００９９０ 1～60 ４ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0270-64-7702

板 倉 町 １０１０５５ 板倉 ６ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0276-82-1111

明 和 町 １０１０６３ 明 ６ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0276-84-3111

千 代 田 町 １０１０７１ 千1～17 1～4ｹﾀ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0276-86-2111

大 泉 町 １０１０８９ 大 ６ケタ 24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0276-62-2121

邑 楽 町 １０１０９７ ＯＫ
　3ｹﾀ-1ｹﾀ
　-1ｹﾀ

24.9.30
(390,000)
420,000

50,000 0276-88-5511

(390,000)
420,000

第1種組合員

　200,000
第2種組合員

　150,000
家　族

　100,000

○　福祉医療の県外市町村分については扱っておりま
　　せん。

子ども

重度心身障害者（県補助）

重度心身障害者（市町村単独）

父子家庭（県補助）

父子家庭（市町村単独）

高齢重度障害者（県補助）

高齢重度障害者（市町村単独）

母子家庭等（県補助）

母子家庭等（市町村単独）

７２

７０

８０

７６

８６

７７

８７

７８

８８

２４

２８

障害者自立支援法による療養介護医療及び基
準該当療養介護医療
（法第７０条関係）（法第７１条関係）
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律による一類感染症等の患者の入院
（法第３７条関係）

２９

３８

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律による新感染症の患者の入院
（法第３７条関係）
肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付

児童福祉法による療育の給付
（法第２１条の９関係）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に
よる措置入院（法第２９条関係）

障害者自立支援法による精神通院医療
（法第５条関係）

麻薬及び向精神薬取締法による入院措置
（法第５８条の８関係）

母子保健法による養育医療（法第２０条関係）

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に
よる一般疾病医療費（法第１８条関係）

群馬県における国民健康保険の保険給付等一覧表

薄緑色

傷病手当金
第1種組合員　5,000円
　　　　　　(120日限度)
第2種組合員　3,000円
　　　　　　(120日限度)

027-231-1749

　０歳～
　義務教育
　就学前

　　２割

　義務教育
　就学後
　～６９歳

　　３割

クリーム色
(390,000)
420,000

組合員

　200,000
その他

　100,000

医 師 国 保 １０３０１０

電話番号
（代表または直通）

一部負担
割　　　合

被保険者証（カード化）　　　　　　項目

保険者

その他の保険給付

１０

１１

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律による結核患者の適正医療
（法第３７条の２関係）
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律による結核患者の入院
（法第３７条関係）

　７０歳
　～７４歳

　※２割

（現役並み
　所得の人
　３割）

※１割分を
国が負担し
ますので実
際の窓口負
担は１割に
なります。

戦傷病者特別援護法による療養の給付
（法第１０条関係）

紫　色

児童福祉法による小児慢性特定疾患治療研究
事業に係る医療の給付（法第２１条の９の２関係）

児童福祉法の措置等に係る医療の給付

国 保 と 併 用 で 扱 う 福 祉 医 療

障害者自立支援法による更生医療
（法第５条関係）

障害者自立支援法による育成医療
（法第５条関係）

福祉医療の種類

児童福祉法による障害児施設医療
（法第２４条の２０関係）

石綿による健康被害の救済に関する法律による
医療費の支給（法第４条関係）

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に
よる認定疾病医療（法第１０条関係）

戦傷病者特別援護法による更生医療
（法第２０条関係）

特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害
等治療費

群医1～31,
80

　3～4ｹﾀ-
　1～2ｹﾀ

25.9.30

027-252-0392歯科医師国保 １０３０２８ 群歯01～31 3～6ｹﾀ 26.9.30

平成２３年１０月１日現在　

退職被保険者証の保険者コード番号は一般被
保険者証のコード番号の前に67を入れた数字と
なります。

産科医療補償制度に加入している医療機関等
での出産の場合には下段の金額となります。

国保 と併用で扱 う 公費負担医療

公費負担医療の種類


